
は
じ
め
に
―
問
題
の
所
在

本
稿
は
、
京
都
五
山
送
り
火
行
事
（
1
）を
事
例
に
、
京
都
と
い
う
都
市
に
住

ま
う
住
人
に
と
っ
て
の
盆
の
精
霊
送
り
に
つ
い
て
、
都
市
―
近
郊
農
村
の

関
係
に
留
意
し
つ
つ
、
ト
レ
ー
ス
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

実
は
こ
の
小
論
は
、
近
年
、
こ
れ
ま
で
の
地
道
な
調
査
研
究
と
そ
れ
に

基
づ
く
論
理
や
仮
説
等
を
相
次
い
で
世
に
問
う
て
お
ら
れ
る
植
木
行
宣
の

膨
大
な
仕
事
の
中
か
ら
、
風
流
踊
と
精
霊
供
養
と
の
関
係
を
考
察
し
た
一

連
の
論
考
に
触
発
さ
れ
て
立
論
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
三
重
県

の
宮
川
流
域
に
広
く
み
ら
れ
る
カ
ン
コ
踊
の
事
例
紹
介
と
、
そ
れ
に
基
づ

い
た
氏
の
解
釈
に
は
大
い
に
感
化
さ
れ
た
。

宮
川
流
域
の
各
村
に
は
、
盆
の
時
期
に
、
菅
の
腰
蓑
を
つ
け
円
筒
状
の

白
毛
の
シ
ャ
グ
マ
を
被
る
と
い
う
い
で
た
ち
で
踊
る
カ
ン
コ
踊
が
、
精
霊

踊
と
「
習
合
」
し
な
が
ら
伝
承
さ
れ
て
き
て
い
る
。「
習
合
」
と
い
う
語
彙

は
、
か
つ
て
民
俗
学
が
頻
繁
に
使
用
し
た
用
語
で
あ
る
が
、
植
木
の
目
線

を
通
し
た
カ
ン
コ
踊
は
、
至
極
具
体
的
に
「
習
合
」
の
実
態
を
語
っ
て
く

れ
る
。

芸
能
だ
け
で
な
く
、精
霊
供
養
が
芸
能
の
場
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る（
芸

能
が
精
霊
供
養
の
場
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
）
事
例
も
紹
介
さ
れ
る
。
た

と
え
ば
南
伊
勢
町
道
方
で
は
、「
八
月
十
四
日
が
大
念
仏
、
翌
日
十
五
日
が

カ
ン
コ
踊
と
分
け
ら
れ
、
両
日
と
も
初
精
霊
の
キ
リ
コ
灯
籠
を
吊
り
並
べ

親
族
が
居
並
ぶ
前
で
行
わ
れ
る
。
大
念
仏
が
初
精
霊
以
下
を
供
養
す
る
行

事
で
、
檀
那
寺
の
歴
代
和
尚
以
下
、
初
精
霊
、
年
忌
者
等
を
帳
付
け
し
た

巻
物
が
作
ら
れ
、
そ
れ
を
一
々
読
み
上
げ
て
は
、
鉦
・
太
鼓
で
念
仏
一
説

を
唱
え
る
。
最
後
が
道
方
の
地
で
横
死
し
た
人
々
の
供
養
に
当
て
ら
れ
、

託
さ
れ
る
民
俗

―
京
都
五
山
送
り
火
行
事
に
み
る
都
市
―
近
郊
の
関
係

村　
　

上　
　

忠　
　

喜
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巻
末
の
末
に
「
惣
中
」
と
あ
る
（
2
）」。
そ
の
翌
日
に
は
カ
ン
コ
踊
り
が
行
わ

れ
、
踊
り
場
中
央
で
の
灯
籠
送
り
を
も
っ
て
盆
行
事
の
終
了
と
な
る
と

い
っ
た
事
例
な
ど
で
あ
る
。

カ
ン
コ
踊
も
風
流
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
含
む
偏
差
に
満
ち

満
ち
た
風
流
と
い
う
芸
能
が
、
何
故
に
全
国
的
な
展
開
を
見
せ
て
い
る
の

か
を
解
く
こ
と
が
植
木
の
問
題
意
識
で
あ
っ
た
。
氏
は
そ
の
答
え
を
、
風

流
と
い
う
芸
能
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
そ
れ
を
受
容
し
た
側
で
あ
る
地
域

社
会
の
な
か
で
の
位
置
づ
け
、
言
い
換
え
れ
ば
芸
能
の
民
俗
と
し
て
の
側

面
に
求
め
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
。
確
か
に
、
カ
ン
コ
踊
と
並

列
し
て
行
わ
れ
る
大
念
仏
な
ど
は
、
カ
ン
コ
踊
受
容
に
伴
う
地
域
側
の
対

応
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

で
は
な
ぜ
、
地
域
社
会
は
風
流
を
受
容
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点

に
つ
い
て
植
木
は
、
今
後
の
課
題
と
し
な
が
ら
も
次
の
よ
う
な
仮
説
を
示

し
、
そ
の
証
明
を
後
進
に
託
し
て
い
る
（
3
）。
重
要
と
思
わ
れ
る
指
摘
を
植
木

の
言
葉
で
示
せ
ば
、「
拍
子
物
に
は
じ
ま
る
風
流
踊
の
本
質
は
、
災
厄
す
な

わ
ち
疫
病
や
旱
魃
あ
る
い
は
虫
害
な
ど
と
し
て
顕
れ
る
祟
る
神
霊
を
ハ
ヤ

シ
て
鎮
め
送
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
祟
る
神
霊
は
非
業
に
倒
れ
こ
の
世
に
恨

み
を
残
す
怨
霊
た
ち
と
考
え
ら
れ
、
も
っ
と
も
身
近
な
新
仏
は
そ
の
予
備

軍（
う
ま
く
祀
ら
な
け
れ
ば
祟
る
怖
れ
を
秘
め
た
鎮
ま
ざ
る
存
在
）で
あ
っ

た
」
そ
し
て
、「
祟
り
と
し
て
発
現
す
る
災
厄
は
地
域
社
会
の
問
題
で
あ

り
、地
域
あ
げ
て
の
対
処
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
初
精
霊
が
と
く

に
丁
寧
に
祀
ら
れ
な
が
ら
家
ご
と
の
供
養
で
は
完
結
せ
ず
、
地
域
共
同
体

の
盆
行
事
と
な
っ
て
展
開
し
た
の
は
そ
の
故
で
あ
る
。」
と
い
う
の
で
あ

る
。さ

て
、《
盆
は
先
祖
や
死
者
の
霊
を
祀
る
行
事
で
あ
り
、
そ
う
し
た
霊
を

家
々
や
村
が
迎
え
、
祀
り
、
そ
し
て
送
り
出
す
と
い
う
一
連
の
諸
儀
礼
で

構
成
さ
れ
る
。
盆
の
期
間
に
先
祖
を
中
心
と
し
た
死
者
の
霊
が
彼
岸
と
此

岸
を
往
来
す
る
と
い
う
考
え
方
に
は
、
仏
教
以
前
の
霊
魂
祭
祀
の
思
想
が

基
調
と
な
っ
て
い
る
》
と
い
う
の
は
民
俗
学
の
グ
ラ
ン
セ
オ
リ
ー
と
で
も

言
う
べ
き
も
の
で
、
柳
田
民
俗
学
の
柱
と
な
る
思
想
で
あ
る
こ
と
は
、
今

さ
ら
繰
り
返
す
必
要
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
考
え
方
に
対
し
て

は
、
民
俗
学
内
部
か
ら
も
再
考
す
べ
き
と
の
指
摘
が
従
前
よ
り
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
伊
藤
唯
真
は
、
盆
棚
の
分
析
か
ら
、
本
仏
・
新
仏
・
無
縁

仏
の
三
つ
の
霊
の
関
係
を
分
析
し
、「
無
縁
の
棚
が
新
仏
の
棚
と
違
っ
た
形

式
が
と
ら
れ
て
い
る
の
は
、
新
仏
が
い
ず
れ
は
家
の
霊
と
な
っ
て
家
の
中

で
祭
ら
れ
て
い
く
の
に
対
し
て
、
無
縁
仏
は
家
の
霊
で
は
な
い
た
め
新
仏

と
異
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
」
と
解
釈
し
て
い
る
（
4
）。
ま
た
喜
多
村
理
子

は
、
盆
の
祭
壇
施
設
の
場
所
等
の
検
討
よ
り
、「
夏
の
あ
る
時
期
に
屋
外
で

何
ら
か
の
霊
を
祭
っ
て
い
た
民
間
習
俗
に
、
仏
教
的
な
先
祖
と
無
縁
の
概

念
の
導
入
が
行
わ
れ
、
前
者
は
屋
内
へ
、
後
者
は
屋
外
へ
と
空
間
的
に
区

別
さ
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
霊
に
対
す
る
意
識
も
変
質
し
て
い
っ
た
の
で
は

な
い
か
」
と
推
測
す
る
。
そ
の
上
で
、
仏
教
の
関
与
以
前
に
迎
え
ら
れ
た
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霊
が
ど
う
い
っ
た
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
に
は
し
得
な
い

が
、「
家
の
祭
祀
の
継
承
を
重
ん
じ
る
柳
田
國
男
が
説
く
よ
う
な
清
め
ら
れ

た
祖
霊
と
は
異
な
り
、
よ
り
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
存
在
で
あ
っ
た
と
推
測
す

る
。」
と
し
て
い
る
（
5
）。
両
者
と
も
、
盆
に
迎
え
送
り
だ
さ
れ
る
霊
が
、
柳

田
の
言
う
よ
う
に
シ
ン
プ
ル
な
、
あ
る
意
味
「
平
和
的
」
と
で
も
言
う
べ

き
祖
霊
だ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
と
い
う
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

こ
の
グ
ラ
ン
セ
オ
リ
ー
に
最
も
批
判
的
な
論
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
岩
田

重
則
は
、
高
灯
籠
や
柱
松
な
ど
、
盆
の
迎
え
火
や
送
り
火
と
い
わ
れ
る
儀

礼
は
、
祖
霊
以
外
の
何
ら
か
の
神
を
招
来
し
、
共
同
体
に
災
厄
を
ま
き
散

ら
す
種
々
の
「
聖
霊
」
を
鎮
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
（
6
）。

岩
田
は
明
確
に
、
盆
の
精
霊
送
り
の
諸
行
事
に
、
悪
霊
鎮
め
の
意
味
を
見

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

植
木
の
仮
説
は
こ
う
し
た
論
調
に
沿
う
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
一
歩

進
め
た
点
を
評
価
し
た
い
。
そ
れ
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
招
か
れ
ざ
る
霊

の
範
疇
に
、
う
ま
く
祀
ら
な
け
れ
ば
祟
る
存
在
に
な
り
か
ね
な
い
新
仏
を

も
含
ん
で
考
え
た
こ
と
と
、
そ
う
し
た
霊
を
送
る
こ
と
は
地
域
社
会
が
対

処
す
べ
き
問
題
で
あ
る
と
断
じ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ

れ
ま
で
漠
然
と
、
民
間
へ
の
仏
教
流
布
（
具
体
的
に
は
位
牌
や
仏
壇
の
導

入
）
以
前
に
存
在
し
た
と
想
定
さ
れ
て
い
た
霊
魂
祭
祀
の
う
ち
、
新
仏
を

含
む
招
か
れ
ざ
る
死
霊
を
送
る
行
為
は
、
地
域
共
同
体
が
全
う
す
べ
き
役

割
で
あ
る
と
い
う
視
点
が
明
確
に
準
備
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

考
え
て
み
れ
ば
、
盆
の
聖
霊
迎
え
は
各
家
で
行
う
の
に
対
し
て
、
そ
の

送
り
の
方
は
、
各
家
で
の
そ
れ
に
加
え
て
、
地
域
あ
げ
て
の
行
事
と
な
っ

て
伝
承
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
圧
倒
的
に
多
い
。
地
域
の
行
事
と
な
る
こ

と
で
、
内
容
も
芸
能
化
し
、
見
て
楽
し
い
、
参
加
し
て
楽
し
い
文
化
に
仕

上
げ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
柱
松
行
事
や
念
仏
踊
等
、
精
霊
送
り
の
行
事
や

芸
能
が
多
彩
で
、
数
的
に
も
迎
え
の
そ
れ
を
圧
倒
し
て
い
る
こ
と
は
頷
け

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
芸
能
化
ま
で
し
な
く
と
も
、
家
毎
に
送
り
火
を

行
う
も
の
の
、
そ
の
場
所
や
時
間
帯
が
だ
い
だ
い
決
ま
っ
て
い
る
よ
う
な

場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
静
岡
県
の
海
浜
部
で
は
、
盆
の
送
り
は
家
毎
に

お
こ
な
う
も
の
の
、
皆
浜
に
集
ま
っ
て
火
を
つ
け
る
（
7
）。
村
人
が
多
数
寄
っ

て
浜
辺
で
火
を
つ
け
る
わ
け
だ
か
ら
、
あ
た
か
も
集
団
で
送
り
火
を
行
っ

て
い
る
よ
う
に
し
か
見
え
な
い
し
、
こ
う
し
た
行
為
の
背
景
に
は
、
招
か

れ
ざ
る
死
霊
は
集
団
で
送
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
皆
で
送
り
出
さ
な
い
と
恐

ろ
し
い
と
い
う
心
性
の
標
榜
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
招
か
れ
ざ
る
霊
を
わ

ざ
わ
ざ
招
く
必
要
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
招
か
な
く
て
も
来
る
霊
を
ど
の

よ
う
に
丁
重
に
お
送
り
す
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
儀
礼
と
い
う
文
化
的

装
置
が
強
く
働
い
て
き
た
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
こ
う
し
た
心
性
は
、
盆
行

事
だ
け
で
な
く
、
葬
制
や
位
牌
祭
祀
な
ど
に
も
濃
厚
に
見
出
す
こ
と
が
で

き
そ
う
で
あ
る
（
8
）。
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一　

京
都
五
山
送
り
火
行
事
の
概
要

以
上
の
よ
う
な
問
題
視
覚
を
前
提
に
し
て
、
京
都
五
山
送
り
火
行
事
を

通
し
て
、
京
都
と
い
う
都
市
に
お
け
る
盆
の
精
霊
送
り
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。

京
都
五
山
送
り
火
行
事
は
、
毎
年
八
月
一
六
日
の
夜
、
現
在
は
五
つ
の

山
（
実
際
は
妙
法
が
二
つ
の
山
に
分
か
れ
る
の
で
六
つ
の
山
）
で
点
灯
さ

れ
る
精
霊
送
り
の
火
で
、
改
め
て
記
す
必
要
の
な
い
ほ
ど
有
名
な
行
事
で

あ
る
。
京
都
は
、
都
心
部
の
東
方
・
北
方
・
西
方
に
山
地
が
迫
り
、
南
方

の
み
開
け
た
盆
地
で
あ
る
。
東
か
ら
西
に
か
け
て
の
山
地
に
灯
る
火
を
都

市
部
か
ら
遠
望
で
き
る
こ
と
か
ら
、
京
都
五
山
送
り
火
行
事
と
総
称
し
て

い
る
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
送
り
火
は
山
麓
の
村
落
に
お
け
る
独
立
し
た

行
事
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
大
文
字
」
は
旧
浄
土
寺
村
、「
妙
法
」
は

旧
松
ヶ
崎
村
、「
船
形
」
は
旧
西
賀
茂
村
の
一
部
、「
左
大
文
字
」
は
旧
大

北
山
村
、「
鳥
居
形
」
は
嵯
峨
鳥
居
本
地
域
で
執
行
さ
れ
る
盆
の
精
霊
送
り

の
行
事
で
あ
る
。
現
在
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
保
存
会
を
組
織
し
て
い
る
が
、

組
織
的
に
は
各
村
の
事
情
や
点
火
方
法
に
則
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
が
あ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
点
火
場
所
で
あ
り
施
設
で
も
あ
る
火
床
を
ど
う

い
っ
た
組
織
で
受
け
持
つ
か
と
い
う
点
に
の
み
簡
単
に
触
れ
る
と
、

①  

大
文
字
保
存
会
（
大
文
字
）：
火
床
数
七
五
。
会
員
は
旧
浄
土
寺
村
旧

家
五
二
戸
で
構
成
さ
れ
、
各
家
毎
に
火
床
の
受
け
持
ち
が
決
ま
っ
て

い
る
。

②  

松
ヶ
崎
妙
法
保
存
会
（
妙
法
）：
旧
松
ヶ
崎
村
は
大
き
く
東
と
西
の
村

組
に
分
け
ら
れ
、
さ
ら
に
西
は
堀
、
中
、
辻
、
西
、
河
之
の
五
つ
の

近
隣
組
織
に
分
か
れ
る
。「
妙
」
を
点
火
す
る
西
は
近
隣
組
織
ご
と

に
、「
法
」
を
点
火
す
る
東
は
家
毎
に
火
床
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。
会

員
戸
数
七
九
戸
、
火
床
数
は
妙
が
一
〇
三
、
法
が
六
三
。

③  

船
形
万
灯
籠
保
存
会
（
船
）：
旧
西
賀
茂
村
の
内
、
西
方
寺
（
浄
土

宗
）
の
檀
家
地
域
（
鎮
守
庵
町
・
今
原
町
・
惣
門
町
）
の
旧
家
（
五
五

戸
）
の
男
性
（
分
家
を
除
く
）
に
よ
っ
て
保
存
会
が
構
成
さ
れ
る
。

こ
の
三
か
町
の
中
で
年
齢
階
梯
組
織
が
あ
り
、
若
年
か
ら
ワ
カ
チ
ュ

ウ
（
若
中
）、
チ
ュ
ウ
ロ
ウ
（
中
老
）、
イ
ン
キ
ョ
（
隠
居
）
と
な
り
、

こ
の
う
ち
の
若
中
と
中
老
が
送
り
火
行
事
を
担
当
す
る
。
火
床
は

七
九
。

④  

左
大
文
字
保
存
会
（
左
大
文
字
）：
か
つ
て
は
旧
大
北
山
村
の
旧
家
で

構
成
さ
れ
た
。
現
在
は
会
員
数
約
六
五
名
。
火
床
は
五
三
。

⑤  

鳥
居
形
松
明
保
存
会
（
鳥
居
形
）：
か
つ
て
は
旧
大
北
山
村
の
旧
家
の

若
者
組
で
構
成
さ
れ
た
。現
在
は
会
員
数
約
四
五
名
。火
床
は
一
〇
八
。

と
な
る
。

現
在
は
、
八
月
一
六
日
の
夜
八
時
丁
度
に
大
文
字
が
点
火
さ
れ
、
続
い

て
同
一
〇
分
に
妙
法
、
一
五
分
に
船
形
と
左
大
文
字
、
そ
し
て
二
〇
分
に

鳥
居
形
と
、空
か
ら
見
れ
ば
京
都
盆
地
を
左
回
り
に
整
然
と
点
火
さ
れ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た
時
間
設
定
は
、
昭
和
三
〇
年
代
後
半
か
ら
の
こ

と
で
、
そ
れ
以
前
は
、
だ
い
た
い
の
時
間
で
点
火
さ
れ
て
い
た
。
先
ほ
ど

か
ら
用
い
て
い
る
「
京
都
五
山
送
り
火
行
事
」
と
い
う
名
称
は
、
民
俗
語

彙
で
は
な
く
、
す
こ
ぶ
る
行
政
的
、
特
に
観
光
行
政
的
な
名
称
で
あ
る
（
9
）。

し
か
し
な
が
ら
、
本
名
称
以
外
に
大
文
字
を
は
じ
め
と
す
る
五
山
の
送
り

火
を
総
称
す
る
名
称
は
な
く
、
か
つ
後
述
す
る
よ
う
に
、
か
つ
て
存
在
し

た
同
様
の
送
り
火
行
事
を
包
摂
す
る
用
語
も
な
い
の
で
、
便
宜
的
で
は
あ

る
が
、
同
名
称
を
民
俗
語
彙
、
歴
史
用
語
的
に
使
用
し
て
論
を
進
め
て
い

き
た
い
（
10
）。

二　

京
都
五
山
送
り
火
行
事
の
前
身
―
万
灯
籠

京
都
五
山
送
り
火
行
事
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
他
の
民
俗
行
事
同
様
に

明
確
な
年
代
を
与
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
同
行
事
の
現
状
か
ら
、
そ
の
特

徴
を
ひ
と
ま
ず
、
①
京
都
盆
地
の
周
囲
の
山
沿
い
の
各
村
に
お
い
て
お
こ

な
わ
れ
る
、
②
盆
の
精
霊
送
り
の
行
事
で
、
③
火
で
大
き
な
文
字
や
図
を

形
作
る
こ
と
で
、
④
遠
望
さ
れ
る
こ
と
が
織
り
込
ま
れ
る
、
と
規
定
し
て

お
く
。

そ
う
す
る
と
、
②
・
④
の
双
方
を
満
た
す
、
同
行
事
の
前
身
と
さ
れ
て

き
た
万
灯
籠
に
つ
い
て
の
記
録
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。

時
代
順
に
列
挙
し
て
み
る
。（
傍
点
筆
者
）

⑴　

  

一
、
夜
ニ
罷
出
、
所
々
ノ
マ
ン
ト
ウ
ロ
ウ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

見
了
、
小
輔
・
左
衛
門
・

掃
部
供
也
、

　

  

一
、
夜
二
位
下
山
也
、
燈
籠
見
物
す
べ
し
と
て
さ
そ
わ
る
る
な
り
、

罷
り
出
る
也

　
　
　
（『
言
国
卿
記
』
文
明
八
年
（
一
四
七
六
）
七
月
一
五
日
条
（
11
））

「
所
々
ノ
マ
ン
ト
ウ
ロ
ウ
」と
い
う
の
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を

指
し
て
い
る
の
か
こ
の
一
文
で
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
日
、
言
国
は
供

を
連
れ
て
あ
ち
こ
ち
の
万
燈
籠
を
見
物
し
た
後
、
い
っ
た
ん
帰
宅
し
、
誘

わ
れ
て
再
び
燈
籠
見
物
に
外
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
彼
は
「
マ
ン
ト

ウ
ロ
ウ
」
と
「
燈
籠
」
と
は
使
い
分
け
て
い
る
。

燈
籠
と
い
う
の
は
盂
蘭
盆
用
に
作
製
さ
れ
た
つ
く
り
も
の
で
、
山
科
家

で
は
七
月
一
三
日
に
外
注
し
て
い
た
燈
籠
が
納
入
さ
れ
、
一
四
日
に
禁
裏

等
へ
進
上
し
て
い
る
。
禁
裏
（
後
土
御
門
天
皇
）
へ
の
進
上
用
灯
籠
は
う

り
模
様
、若
宮
（
勝
仁
親
王
）
へ
の
そ
れ
に
は
柳
の
枝
の
模
様
を
あ
し
ら
っ

た
。
当
時
盆
の
燈
籠
は
一
四
、一
五
日
の
両
日
の
夜
に
灯
さ
れ
た
（
12
）

ち
な
み
に
、
文
明
一
〇
年
（
一
四
七
八
）
の
同
記
録
（
13
）に
は
、
盆
の
記
述

が
詳
し
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
七
月
一
三
日
の
夕
刻
、
言
国
は
供
を
連
れ

て
山
科
家
代
々
の
墓
参
り
を
行
い
、
そ
の
後
後
白
河
法
皇
の
墓
と
イ
ホ
谷

（
墓
か
）
に
参
詣
し
て
帰
宅
、
夜
に
幼
子
の
生
御
霊
を
祝
っ
て
い
る
。
翌

一
四
日
に
は
座
敷
に
御
影
と
位
牌
を
並
べ
（
他
年
の
記
述
を
考
慮
す
れ
ば

お
そ
ら
く
夕
暮
頃
か
）、翌
日
の
霊
供
に
備
え
て
い
る
。
翌
一
五
日
の
内
容
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九
〇

に
つ
い
て
は
、
同
記
録
の
明
応
二
年
（
一
四
九
三
（
14
））
に
詳
し
い
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
早
朝
、
御
影
と
位
牌
に
霊
供
を
行
い
、
そ
の
前
に
箸
を
立
て
、

水
を
手
向
け
て
、
焼
香
を
行
っ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
霊
供
の

対
象
に
、
山
科
家
の
祖
先
の
他
に
、
後
白
河
院
と
御
花
園
院
が
入
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
言
国
の
い
う
「
マ
ン
ト
ウ
ロ
ウ
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

こ
と
を
指
し
示
す
の
か
。
ほ
ぼ
同
時
期
の
『
蔭
涼
軒
日
録
』
に
記
事
が
散

見
で
き
る
。

⑵　

小
宴
あ
り
、
屋
上
に
登
り
所
々
の
萬
燈

0

0

0

0

0

を
み
る

　
　
　
（
文
明
一
八
年
（
一
四
八
六
）
七
月
一
六
日
条
（
15
））

⑶　

諸
霊
に
向
か
い
水
を
向
け
、
屋
上
に
上
り
四
面
の
萬
灯

0

0

0

0

0

を
観
る

　
　
　
（
文
明
一
九
年
（
一
四
八
七
）
七
月
一
七
日
条
（
16
））

⑷　

  

佛
殿
施
食
こ
れ
を
は
じ
め
、
愚
か
に
も
帰
る
に
及
び
弊
平
臥
す
、
人

を
し
て
諸
霊
に
水
を
向
け
し
め
、
及
ん
で
薬
を
服
し
五
臓
六
腑
を
吐

却
す
、
太
頭
痛
あ
り
、
禮
僧
太
多
し
、
四
山
萬
燈

0

0

0

0

こ
れ
を
見
ず

　
　
　
（
長
享
二
年
（
一
四
八
八
）
七
月
一
五
日
条
（
17
））

万
灯
の
前
に
つ
く
、「
所
々
の
」「
四
面
の
」「
四
山
」
と
い
う
表
現
、
ま

た
屋
上
に
上
っ
て
見
る
と
い
う
鑑
賞
の
方
法
か
ら
も
、
万
灯
は
周
囲
の
山

で
灯
さ
れ
る
多
く
の
灯
を
指
し
、
遠
望
す
る
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
た
だ
こ
の
山
と
い
う
の
が
、
墓
地
か
単
な
る
山
岳
地
を
指
し
て

い
る
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
に
、
そ
れ
ま
で
の
葬
地

に
加
え
て
、
洛
外
の
寺
院
の
中
に
は
境
内
墓
地
経
営
を
進
め
て
い
く
と
こ

ろ
が
あ
ら
わ
れ
る
（
18
）。
三
方
を
山
に
囲
ま
れ
た
京
都
の
地
形
上
、
洛
外
の
地

は
丘
陵
地
が
多
か
っ
た
た
め
、
こ
れ
だ
け
の
記
述
で
は
、
万
灯
が
墓
地
区

画
の
中
で
行
わ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
う
で
は
な
く
山
岳
地
で
行
わ
れ
た
の

か
の
判
断
は
つ
か
な
い
。
史
料
⑷
で
は
、
お
そ
ら
く
仏
殿
で
の
食
事
に
よ

る
中
毒
を
お
こ
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
万
灯
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

こ
と
を
悔
や
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
、
盆
の
慣
例
行
事
と
な
っ
て
き
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

ち
な
み
に
、
送
り
火
と
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
が
、
墓
地
に
関
係
し
た

万
灯
に
つ
い
て
は
す
で
に
南
北
朝
期
に
記
録
が
あ
る
。
中
原
師
守
の
日
記

で
あ
る
『
師
守
記
』
の
貞
治
三
年
（
一
三
六
四
）
七
月
一
四
日
条
（
19
）に
、

「
今
日
靈
山
万
燈

0

0

0

0

こ
れ
を
略
さ
る
、
不
具
に
よ
り
て
、
近
年
し
か
る
ご
と

し
」
と
あ
る
。
こ
の
日
、
師
守
は
、
両
親
や
祖
父
の
墓
に
詣
り
、
水
を
た

む
け
た
後
、
墓
守
法
師
に
酒
代
を
与
え
て
帰
宅
し
て
い
る
。
ま
た
貞
治
六

年
の
同
じ
く
七
月
一
四
日
条
に
、「
今
夜
霊
山
万
燒
こ
れ
を
略
さ
る
、
不
具

に
よ
り
て
也
、
近
年
し
か
る
ご
と
し
（
20
）」
と
、
ほ
ぼ
同
じ
文
言
が
み
ら
れ

る
。
こ
の
場
合
の
霊
山
と
い
う
の
は
地
名
で
あ
る
。
こ
こ
で
万
焼
と
い
う

の
は
、
七
月
一
四
日
の
夜
に
墓
地
に
て
焚
か
れ
る
火
の
こ
と
を
指
し
て
い

る
よ
う
で
、お
そ
ら
く
は
師
守
家
の
場
合
、墓
守
法
師
が
そ
の
任
に
あ
た
っ

て
い
た
の
が
、
彼
の
具
合
が
悪
く
、
近
年
は
行
わ
れ
な
い
こ
と
を
若
干
不

満
気
に
書
き
記
し
て
い
る
。
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さ
ら
に
、
ほ
ぼ
一
世
紀
後
の
記
録
と
し
て
、

⑸　

今
夜
、
四
方
山
々
万
灯
炉

0

0

0

0

0

0

0

見
物

　
　
　
（『
兼
見
卿
記
』
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
七
月
一
六
日
条
（
21
））

⑹　

暮
に
及
び
、
万
灯
爐

0

0

0

之
を
見
る
、
諸
山
に
こ
れ
あ
り

　
　
　
（『
兼
見
卿
記
』
天
正
一
二
年
（
一
五
八
四
）
七
月
一
六
日
条
（
22
））

⑺　

  

晩
に
及
び
冷
泉
亭
へ
行
く
、
山
々
焼
灯

0

0

0

0

見
物
に
東
河
原
へ
出
お
わ
ん

ぬ

　
　
　
（『
慶
長
日
件
録
』
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
七
月
一
六
日
条
（
23
））

⑻　

  

夜
に
入
り
山
科
、
冷
泉
に
同
心
せ
し
め
、
万
灯
籠
見
物
ニ
東
河
原
出

お
わ
ん
ぬ
、
歸
路
山
科
亭
へ
立
寄
圍
碁

　
　
　
（『
慶
長
日
件
録
』
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
七
月
一
六
日
条
（
24
））

こ
こ
に
至
っ
て
、
高
所
で
あ
る
山
に
お
い
て
万
灯
が
催
さ
れ
る
こ
と
が

よ
り
は
っ
き
り
す
る
記
述
に
な
る
。
特
に
舟
橋
秀
賢
（『
慶
長
日
件
録
』
の

著
者
）
は
、
万
灯
籠
と
も
い
う
が
、「
山
々
焼
灯
」
と
い
う
こ
れ
ま
で
と
は

違
っ
た
表
現
を
使
っ
て
い
る
。ま
た
友
人
で
あ
る
冷
泉
と
山
科
を
誘
っ
て
、

冷
泉
邸
の
東
の
河
原
、
す
な
わ
ち
鴨
川
の
河
川
敷
に
見
物
す
る
と
い
う
の

で
あ
る
か
ら
、
少
し
見
上
げ
る
感
じ
で
の
万
灯
籠
見
物
を
し
て
い
る
と
推

測
で
き
る
。

以
上
、一
五
世
紀
の
中
頃
よ
り
、京
都
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
、七
月
一
六

日
を
中
心
と
し
た
夜
間
に
万
灯
籠
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
し
て
行
わ
れ
る
場
所
は
高
所
で
あ
り
、
当
時
の
立
地
か
ら

し
て
そ
こ
は
お
そ
ら
く
は
近
隣
農
村
の
葬
地
に
近
い
場
所
で
あ
っ
た
と
推

測
さ
れ
る
。
ま
た
そ
の
担
い
手
は
、
記
述
の
少
な
さ
か
ら
し
て
一
般
庶
民

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三　

送
り
火
行
事
の
成
立

さ
て
、
京
都
五
山
送
り
火
行
事
の
最
も
特
徴
的
な
と
こ
ろ
は
、
先
の
③

点
目
、「
火
で
大
き
な
文
字
や
図
を
形
作
る
こ
と
」
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関

す
る
記
述
は
、
さ
ら
に
時
代
が
下
が
っ
て
、
江
戸
期
の
地
誌
類
に
よ
る
と

こ
ろ
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
京
都
で
は
一
七
世
紀
半
ば
頃
か
ら
、
私

撰
の
地
誌
類
が
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
刊
行
時
期
の
早
い

も
の
、
あ
る
い
は
記
述
内
容
か
ら
し
て
独
自
の
調
査
等
に
基
づ
く
と
考
え

ら
れ
る
も
の
か
ら
い
つ
く
か
取
り
出
し
て
み
る

ま
ず
儒
者
で
あ
る
山
本
泰
順
に
よ
る
『
洛
陽
名
所
集
』（
万
治
元
年

（
一
六
五
八
）
刊
）
が
最
も
早
い
記
述
と
な
る
。「
如
意
寶
山
」
と
し
て
の

説
明
の
と
こ
ろ
で
、
同
山
を
日
本
ノ
五
岳
の
ひ
と
つ
と
し
た
う
え
で
、

⑼　

  

そ
の
か
み
よ
り
七
月
十
六
日
の
夜
、
四
方
の
山
に
松
明
に
て
妙
法
大

の
三
字
、
或
い
は
船
の
な
り
な
ど
を
つ
く
る
事
也
、
す
な
わ
ち
、
大

の
字
は
青
蓮
院
御
門
主
の
御
筆
な
り
と
ぞ
き
こ
え
き
、
年
々
の
こ
と

な
が
ら
、
み
る
人
道
つ
た
ふ
こ
と
な
り
（
25
）」

と
あ
る
。
大
、
妙
法
、
船
の
三
つ
が
記
録
上
は
同
時
に
表
れ
る
。
ま
た
す
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で
に
見
物
人
で
道
が
あ
ふ
れ
て
い
る
様
が
記
さ
れ
て
い
る
。

続
い
て
、中
川
喜
雲
の
『
案
内
者
』（
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
刊
）
で

は
、「
山
々
の
送
り
火
」
と
い
う
独
立
の
項
が
た
て
ら
れ
、
点
火
方
法
ま
で

の
詳
細
な
記
載
に
及
ん
で
い
る
。

⑽　

  

山
々
の
送
り
火　

但
雨
ふ
れ
ば
の
ぶ
る
な
り
、
萬
治
三
年
庚
子
七
月

十
六
日
雨
天
ゆ
え
、東
山
の
大
も
ん
じ
そ
の
外
十
七
日
に
こ
れ
あ
り
、

松
ヶ
崎
に
は
妙
法
の
二
字
を
火
に
と
も
す
、
や
ま
に
妙
法
と
い
ふ
筆

畫
に
杭
を
う
ち
、
松
明
を
結
つ
け
て
火
を
と
も
し
た
る
も
の
な
り
、

き
た
山
に
は
帆
か
け
ぶ
ね
、浄
土
寺
に
大
文
字
み
な
か
く
の
ご
と
し
、

大
文
字
は
三
藐
院
殿
の
筆
畫
に
て
、
き
り
石
を
た
て
た
り
と
い
ふ
、

筆
勢
ゆ
る
や
か
に
み
ゆ
、
一
も
ん
じ
の
長
さ
三
丈
ば
か
り
も
や
あ
る

ら
ん
、
な
に
よ
り
お
も
し
ろ
き
は
京
の
上
下
、
手
ご
と
に
麻
木
の
た

い
ま
つ
を
數
十
本
づ
つ
も
ち
て
、
ひ
が
し
が
わ
ら
上
は
今
出
川
口
、

下
は
三
條
川
原
ま
で
、
さ
し
も
に
廣
き
川
原
に
盈
ふ
さ
が
り
、
東
の

た
い
ま
つ
に
火
付
、
聖
靈
の
を
く
り
火
を
と
も
し
、
一
二
丈
づ
つ
そ

ら
に
な
げ
あ
ぐ
る
、
數
百
千
の
火
を
手
ご
と
に
あ
ぐ
れ
ば
、
瀬
田
の

ほ
た
る
見
の
お
も
か
げ
あ
り
、
月
出
る
比
に
な
れ
ば
、
川
ば
た
に
並

居
て
、
さ
け
の
み
歌
う
た
ふ
も
け
し
か
ら
ず
や
（
26
）

と
あ
る
。
特
に
興
味
深
い
の
は
、
京
の
上
下
が
、
麻
木
（
苧
殻
）
の
松
明

を
手
に
持
ち
、
鴨
川
の
河
川
敷
に
集
ま
り
、
今
出
川
か
ら
三
条
あ
た
り
ま

で
（
約
2
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
の
間
、
送
り
火
に
合
わ
せ
て
、
手
持
ち
の
松

明
に
火
を
付
け
て
、
空
に
投
げ
あ
げ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う

京
の
上
下
と
い
う
の
は
、
身
分
の
上
下
か
、
上
京
・
下
京
の
住
人
の
こ
と

で
、ど
ち
ら
に
し
て
も
京
都
の
都
心
に
住
ま
う
人
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
、

現
在
は
午
後
八
時
に
点
火
さ
れ
る
が
、
こ
の
頃
は
日
没
後
す
ぐ
に
点
火
さ

れ
た
よ
う
で
あ
り
（『
日
次
紀
事
』）、
そ
の
後
、
お
そ
ら
く
送
り
火
の
ク
ラ

イ
マ
ッ
ク
ス
が
過
ぎ
た
あ
た
り
で
、
十
六
夜
の
月
が
ゆ
ら
ゆ
ら
と
昇
り
出

す
の
待
ち
、
そ
の
月
明
か
り
の
下
、
川
べ
り
で
の
酒
宴
を
楽
し
む
人
も
い

た
の
で
あ
る
。

図 1　  鴨川で大文字を見る人々（『花洛名勝図会」元治元年
（1864）刊）

　現在の丸太町あたりの鴨川で観覧する様子。画面左下に、
各自の精霊送りをする人の姿がみえる。



託
さ
れ
る
民
俗　
　

村
上　

忠
喜 

九
三

い
ま
ひ
と
つ
、
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
年
刊
行
の
『
日
次
紀
事
』
七

月
一
六
日
の
大
文
字
の
項
を
み
て
お
く
。

⑾　
  

今
夜
東
山
浄
土
寺
山
上
薪
を
も
っ
て
大
の
字
を
點
ず
、
此
の
字
畫
凡

筆
の
及
ぶ
と
こ
ろ
に
非
ず
也
、
伝
え
言
、
室
町
家
繁
栄
の
日
、
遠
望

の
た
め
に
こ
れ
を
點
ぜ
し
む
、
ゆ
え
に
、
一
條
通
を
當
面
と
し
、
こ

れ
に
よ
っ
て
相
国
寺
横
川
景
三
の
筆
す
る
と
こ
ろ
と
い
う
也
、
ま
た

弘
法
大
師
の
畫
す
る
と
こ
ろ
と
い
う
也
、
斯
節
是
に
近
し
、
凡
そ
此

月
六
日
よ
り
薪
木
を
伐
り
て
、
點
火
に
至
る
、
其
の
事
に
預
か
る
者

数
十
家
あ
り
、
今
日
申
の
刻
、
伐
り
乾
す
と
こ
ろ
の
薪
木
を
擔
ひ
、

互
に
火
を
携
へ
山
上
に
登
る
、

そ
大
文
字
の
一
畫
、
長
さ
百
五
十

間
餘
、
其
中
間
五
尺
許
を
隔
て
薪
木
一
堆
を
積
む
、
數
四
百
八
十
餘

所
各
々
薪
を
積
み
、
後
終
て
日
没
す
る
を
待
て
、
同
時
に
火
を
點
ず
、

是
ま
た
洛
陽
の
壮
観
也
、
此
外
北
山
松
カ
﨑
妙
法
の
二
字
あ
る
い
は

船
の
形
を
點
ず
、
處
々
山
岳
並
に
原
野
諸
人
集
り
競
ひ
、
枯
麻
條
並

に
樒
の
枝
、
破
子
公
卿
臺
を
焼
く
、
是
を
聖
霊
の
送
り
火
と
謂
う
、

又
施
火
と
称
す
（
27
）

と
あ
る
。『
日
次
紀
事
』
は
、著
者
の
黒
川
道
祐
自
ら
が
歩
い
て
著
述
し
た

と
し
か
考
え
よ
う
の
な
い
記
述
が
多
く
、
同
時
代
の
京
都
の
文
化
を
知
る

に
は
信
用
性
の
高
い
地
誌
で
あ
る
。
点
火
の
状
況
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
る

と
と
も
に
、
や
は
り
こ
こ
で
も
、
い
ろ
ん
な
場
所
に
人
が
集
い
、
送
り
火

と
と
も
に
、
盆
棚
の
し
つ
ら
え
で
あ
っ
た
破
子
や
公
卿
台
を
一
緒
に
焼
い

て
い
る
（
28
）。

『
案
内
者
』
に
は
、
鴨
川
の
河
原
で
の
見
物
が
描
か
れ
る
が
、
後
の
絵
画

資
料
な
ど
を
み
て
も
、
ほ
ぼ
す
べ
て
が
鴨
川
で
の
観
覧
の
様
子
を
描
い
て

い
る
。
そ
の
た
め
か
鴨
川
で
の
観
覧
＝
大
文
字
見
物
と
い
う
固
定
観
念
が

あ
る
が
、
現
在
で
も
鴨
川
河
川
敷
か
ら
は
、
大
文
字
・
妙
法
・
船
形
の
三

つ
は
よ
く
見
え
る
。
の
で
あ
っ
て
、
鴨
川
河
川
敷
と
い
う
都
市
民
各
自
の

聖
霊
送
り
の
場
と
、
こ
れ
ら
三
山
の
送
り
火
と
は
関
係
が
深
か
っ
た
。

な
お
、
他
の
山
に
つ
い
て
の
記
録
は
少
し
遅
れ
る
。
左
大
文
字
に
つ
い

て
は
、
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
刊
の
『
山
城
四
季
物
語
』
巻
四
（
29
）に
、

「
松
ヶ
崎
・
舟
岡
・
北
山
」
と
で
て
く
る
が
、
こ
の
舟
岡
が
記
述
違
い
で
、

左
大
文
字
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ま
た
鳥
居
形
に
つ
い

て
は
さ
ら
に
時
代
が
下
が
り
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
刊
の
『
諸
国
年

中
行
事
』
に
、
他
の
山
と
一
緒
に
記
さ
れ
る
。

⑿　

  

聖
霊
の
送
火
、
酉
の
こ
く
、
雨
天
な
る
時
は
翌
日
な
り
、
大
の
字
浄

土
寺
村
の
上
如
意
ケ
嶽
、
妙
法
の
字
松
ヶ
崎
村
、
い
の
字
市
原
、
釣

舟
西
賀
茂
、
鳥
井
西
山
、
一
の
字
鳴
瀧
の
邊
、
此
外
諸
方
の
山
山
に

火
を
と
も
す
な
り
（
30
）

「
鳥
井
西
山
」
が
現
在
の
鳥
居
形
で
、「
い
の
字
市
原
」「
一
の
字
鳴
瀧
の

邊
り
」
と
い
っ
た
、
す
で
に
お
こ
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
送
り
火
も
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
三
者
は
、
当
時
の
低
層
建
築
ば
か
り
の
京
都
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
都
心
部
か
ら
遠
距
離
過
ぎ
て
見
え
に
く
い
灯
で
あ
っ
た
で
あ
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ろ
う
。

以
上
、
大
、
妙
法
、
船
に
つ
い
て
は
、
遅
く
と
も
一
七
世
紀
の
中
頃
に

は
成
立
し
、
成
立
時
期
に
は
す
で
に
、
都
市
民
の
観
賞
対
象
と
し
て
の
性

格
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
が
万
灯
籠
の
延
長
線

上
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
観
賞
対
象
と
な
り
得
る
条
件
の
と
こ
ろ

が
変
容
し
て
、
見
せ
る
聖
霊
送
り
と
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た

と
え
ば
ま
だ
こ
の
時
期
、
鹿
苑
寺
金
閣
に
お
い
て
も
万
灯
籠
が
あ
っ
た

が
（
31
）、
お
そ
ら
く
は
そ
れ
以
外
の
各
所
で
も
行
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
単
に
見
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
送
り
火
に
あ

わ
せ
て
、
鴨
川
の
河
原
で
、
各
自
が
盆
棚
の
し
つ
ら
え
な
ど
を
焼
い
た
り

手
松
明
を
あ
げ
た
り
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
山
上
で
点
火
す
る

村
人
達
も
、
鴨
川
に
飛
び
交
う
あ
ま
た
の
火
は
見
え
た
は
ず
で
あ
る
。
市

中
の
群
衆
に
見
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
は
、
村
人
達
も
ひ
し
ひ
し
と

感
じ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
う
し
た
慣
行
は
、
江
戸
期
を

通
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。（
図
1
）

四　

送
り
火
行
事
の
二
面
性

こ
こ
ま
で
近
世
期
ま
で
の
、
都
市
民
の
目
線
に
よ
る
京
都
五
山
送
り
火

行
事
を
追
っ
て
き
た
が
、
こ
の
行
事
の
主
体
は
現
在
に
至
る
ま
で
、
あ
く

ま
で
も
各
村
に
お
け
る
行
事
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
行
事
の
発
生
期
に
お
い
て
す
で
に
「
見
ら
れ
る
」
こ
と
、
そ
れ
も
自
ら

の
共
同
体
成
員
で
は
な
く
、
不
特
定
多
数
の
人
々
に
「
見
ら
れ
る
」
こ
と

を
意
識
し
た
行
事
で
も
あ
っ
た
。
京
都
五
山
送
り
火
行
事
は
そ
れ
ぞ
れ
の

共
同
体
内
部
に
対
す
る
意
味
と
、
外
部
に
対
し
て
の
そ
れ
を
常
に
意
識
し

て
運
営
さ
れ
て
き
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
特
異
な
村
落
行
事
で
あ
る

と
い
え
る
（
32
）。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
二
面
性
も
、
各
村
の
環
境
に
よ
っ
て
重
心
の
か

け
方
に
違
い
が
あ
る
。
そ
れ
は
現
行
の
民
俗
事
例
を
例
に
と
れ
ば
、
一
般

市
民
に
対
し
て
護
摩
木
を
奉
納
し
て
も
ら
う
か
否
か
と
い
っ
た
事
象
に
も

表
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
五
山
の
中
で
も
っ
と
も
「
見
ら
れ
る
」
こ
と
を
意

識
し
て
き
た
（
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
）
と
い
え
る
大
文
字
に
絞
っ

て
み
て
み
る
。

「
見
ら
れ
る
」
と
い
っ
て
も
、
夜
の
空
に
浮
か
ぶ
火
の
字
で
あ
る
の
で
、

そ
の
字
形
や
点
火
の
仕
方
に
興
味
が
集
中
し
た
。
江
戸
時
代
の
地
誌
類
に

は
「
大
」
の
字
の
由
来
が
記
さ
れ
る
。（
表
1
）
誰
の
筆
に
な
る
の
か
、そ

の
筆
画
を
な
ぜ
「
大
」
の
字
な
の
か
は
現
在
で
も
話
題
に
な
る
と
こ
ろ
な

の
だ
が
、
大
文
字
送
り
火
が
確
実
に
は
じ
ま
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
時

点
に
お
い
て
、
す
で
に
「
大
」
の
字
の
筆
跡
に
つ
い
て
は
伝
説
化
し
て
い

た
。
な
か
に
は
弘
法
大
師
の
法
力
に
よ
る
な
ど
と
い
う
話
も
伝
わ
る
。
弘

法
大
師
が
送
り
火
を
は
じ
め
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
大
師
が
祈
祷
を
し

て
山
肌
に
刻
ん
だ
「
大
」
の
字
画
の
痕
に
従
っ
て
火
を
つ
け
て
い
る
と
い
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う
も
の
で
あ
る
。（『
雍
州
府
志
』）

こ
う
し
た
伝
説
は
、
当
時
に
お
い
て
す
で
に
火
種
で
あ
る
薪
に
呪
力
を

認
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
事
実
と
も
呼
応
す
る
。
た
と
え
ば
、
貞
享
三

年
（
一
六
八
六
）
刊
の
『
雍
州
府
志
』
に
は
、

⒀　

  

毎
年
七
月
六
日
、
村
人
各
々
山
上
に
登
り
、
松
を
伐
る
、
こ
れ
を
割

き
て
、
同
じ
く
十
六
日
に
至
り
て
、
各
々
の
門
外
に
曬
す
、
も
し
、

誤
り
て
、
こ
の
薪
木
を
も
っ
て
他
事
に
用
ゆ
る
と
き
は
、
そ
の
一
家
、

あ
る
い
は
痢
を
患
ひ
、
疫
を
苦
し
む
、
思
ふ
に
、
か
く
の
如
き
の
霊

験
に
あ
ら
ず
ん
ば
、
す
な
は
ち
、
八
百
年
来
、
あ
に
不
退
転
に
及
ば

ん
や
（
33
）

と
あ
り
、
薪
に
関
す
る
禁
忌
と
、
そ
れ
を
破
っ
た
際
の
祟
り
が
記
さ
れ

る
（
34
）。ま

た
、『
譚
海
』（
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
跋
）
に
は
、「
十
六
日
夕
よ

り
山
下
の
民
た
き
ぎ
を
に
な
ひ
て
山
に
の
ぼ
り
、
文
字
の
鑿
た
る
山
穴
へ

薪
を
埋
め
、
油
松
明
を
投
げ
込
に
げ
帰
る
事
也
、
踟
躊
す
れ
ば
、
う
は
ば

み
出
る
と
云
傳
へ
て
、
い
そ
に
げ
帰
る
事
也
（
35
）」
と
い
う
話
が
掲
載
さ
れ

る
。
他
に
、『
羇
旅
漫
録
』（
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
刊
）
に
は
、「
火
を

点
ず
れ
ば
み
な
あ
ら
そ
ふ
て
山
を
下
る
、
も
し
久
し
く
山
に
あ
る
も
の
は

か
な
ら
ず
病
む
と
い
ふ
、陰
鬼
の
お
の
づ
か
ら
集
る
に
や
（
36
）」
と
い
う
。『
譚

海
』
の
著
者
は
津
村
正
恭
、『
羇
旅
漫
録
』
は
滝
沢
馬
琴
と
両
人
と
も
江
戸

の
人
で
あ
り
、か
つ
書
籍
の
性
格
上
多
少
粉
飾
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
れ
に
し
て
も
大
文
字
送
り
火
の
火
種
や
火
の
形
に
対
す
る
神
聖
視
は
、

か
な
り
早
い
段
階
で
浸
透
し
て
い
た
と
い
え
る
。

ち
な
み
に
、
大
文
字
の
字
画
の
大
き
さ
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
『
雍
州

府
志
』（
一
六
八
六
年
）
に
は
、「
横
の
一
畫
長
さ
四
十
間
、
左
點
の
一
畫

長
さ
八
十
間
、
右
點
の
一
く
わ
く
長
さ
六
十
八
間
な
り
」
と
あ
る
の
で
、

一
七
世
紀
後
半
に
は
ほ
ぼ

現
在
と
同
じ
大
き
さ
と

な
っ
て
い
る
（
37
）。
そ
れ
以
前

の
記
録
と
し
て
大
き
さ
が

記
さ
れ
る
の
は
、『
案
内

者
』（
一
六
六
二
年
）「
一

も
ん
じ
の
長
さ
三
丈
ば
か

り
も
あ
る
や
ら
ん
」、ま
た

『
山
城
四
季
物
語
』

（
一
六
七
三
年
）「
方
十
丈
」

で
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
信

じ
る
な
ら
、
大
文
字
は

一
七
世
紀
の
後
半
に
ほ
ぼ

現
在
と
同
様
の
字
形
に

至
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ

う
。

表 1　大文字の字形の由来
刊行年 書名 創始
1658 『洛陽名所集』 青蓮院門跡の筆（字形）
1662 『案内者』 近衛信尹の筆（字形）
1673 『山城四季物語』 弘法大師の加持
1676 『日次紀事』 弘法大師と横川和尚の筆の 2説紹介
1677 『出来斎京土産』 青蓮院門跡の筆（字形）
1684 『莵芸泥赴』 横川和尚の筆（字形）
1686 『雍州府志』 弘法大師
1711 『山州名跡志』 足利義政の発起、横川和尚と芳賀掃部の作
1754 『山城名跡巡行志』足利義持・横川和尚・芳賀掃部
1780 『都名所図会』 弘法大師／足利義政
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こ
う
し
た
火
に
対
す
る
神
聖
視
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
寺
院
の
関
与
と

い
う
形
で
、
具
体
的
な
儀
礼
等
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
五
山
の
中
で
、山
上
に
宗
教
施
設
が
あ
る
の
は
大
文
字
だ
け
で
あ
る
。

カ
ナ
ヲ
（
大
の
字
形
の
中
心
点
の
こ
と
）
に
祀
ら
れ
る
大
師
堂
が
そ
れ
で

あ
る
が
、
こ
れ
が
い
つ
頃
建
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
現
在
の
祠
が

初
代
だ
と
す
れ
ば
、
建
て
方
等
か
ら
み
て
も
江
戸
期
ま
で
遡
る
も
の
で
は

な
い
。
現
行
で
は
、
午
後
七
時
に
こ
の
大
師
堂
に
灯
明
が
と
も
さ
れ
，
浄

土
院
の
住
職
と
保
存
会
員
に
よ
っ
て
般
若
心
経
が
唱
え
ら
れ
、
灯
明
の
火

を
カ
ナ
ヲ
に
あ
る
親
火
床
に
移
し
点
火
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
儀
礼
化
と
寺
院
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、大
文
字
や
妙
法
、

船
形
と
い
っ
た
と
こ
ろ
は
、
そ
の
関
係
性
の
歴
史
が
長
く
現
段
階
で
は
う

ま
く
解
き
ほ
ぐ
せ
な
い
。
左
大
文
字
や
鳥
居
形
に
つ
い
て
は
、
近
代
、
特

に
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
の
寺
院
や
講
組
織
と
の
協
業
に
つ
い
て
、
和
崎
春

日
が
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
（
38
）の
で
そ
れ
に
委
ね
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、

か
つ
て
「
い
」
の
字
の
送
り
火
を
行
っ
て
い
た
市
原
（
現
京
都
市
左
京
区
）

の
盆
踊
り
を
紹
介
し
て
お
く
。

市
原
の
盆
踊
り
の
ひ
と
つ
に
、
ハ
モ
ハ
踊
り
と
称
さ
れ
る
踊
り
が
あ

る
（
39
）。（
ハ
モ
ハ
は
南
無
阿
弥
陀
仏
の
訛
り
と
伝
え
ら
れ
る
）
こ
の
踊
り
は
、

明
治
末
頃
ま
で
続
け
ら
れ
て
き
た
「
い
」
の
字
の
送
り
火
の
後
に
、
前
年

の
送
り
火
以
降
に
亡
者
を
出
し
た
家
、
す
な
わ
ち
新
仏
を
抱
え
る
家
の
女

性
達
が
、
帯
に
新
仏
の
位
牌
（
位
牌
と
い
う
が
水
塔
婆
で
、
旦
那
寺
の
住

職
が
作
る
）
を
挿
し
て
踊
り
を
か
け
る
の
で
あ
る
。「
い
」
の
字
の
送
り
火

は
、
京
都
市
中
か
ら
見
え
に
く
く
な
っ
た
と
い
う
理
由
で
取
り
止
め
に

な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
当
時
送
り
火
を
行
っ
た
の
は
、
新
仏
を
抱
え
る

家
の
男
性
た
ち
が
協
力
し
た
と
い
わ
れ
、
全
戸
で
五
〇
戸
ほ
ど
の
村
落
で

あ
る
か
ら
相
当
な
負
担
で
あ
っ
た
ろ
う
。

か
つ
て
は
八
月
一
四
日
か
ら
一
六
日
ま
で
の
三
日
間
盆
踊
り
が
あ
っ
た

が
、ハ
モ
ハ
踊
り
は
一
六
日
の
み
踊
っ
た
。
新
仏
を
抱
え
る
家
の
な
か
で
、

最
年
長
で
亡
く
な
っ
た
方
の
家
を
ヤ
ド
（
宿
）
と
し
た
。
送
り
火
が
終
わ

る
頃
に
、
村
人
が
宿
に
集
ま
り
数
珠
く
り
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
宿
の

前
庭
に
て
ハ
モ
ハ
踊
り
を
踊
っ
た
の
で
あ
る
。
宿
で
踊
ら
れ
る
の
は
ハ
モ

ハ
踊
り
の
み
で
、
そ
の
ほ
か
の
盆
踊
り
は
か
つ
て
は
村
内
の
道
々
で
踊
っ

た
（
現
在
は
、
数
珠
く
り
は
寺
で
、
踊
り
は
公
民
館
前
の
広
場
（
駐
車
場
）

で
踊
ら
れ
る
）。
踊
り
の
服
装
は
、
女
性
が
浴
衣
姿
、
三
巾
前
垂
、
た
す

き
、
手
拭
の
被
り
物
。
男
性
は
、
浴
衣
、
ね
じ
り
鉢
巻
で
、
男
女
と
も
団

扇
を
持
つ
。
位
牌
は
帯
の
後
ろ
に
挿
し
て
踊
る
の
で
あ
る
。
踊
り
は
輪
踊

り
で
、
踊
り
疲
れ
て
輪
か
ら
抜
け
る
時
に
は
、
位
牌
を
別
の
人
に
渡
す
。

こ
の
よ
う
に
、
送
り
火
に
あ
わ
せ
て
、
こ
の
一
年
間
に
亡
く
な
っ
た
方

を
位
牌
に
象
徴
さ
せ
て
皆
で
供
養
し
た
の
で
あ
る
。
現
在
は
お
こ
な
わ
れ

な
い
が
、
大
文
字
は
送
り
火
の
後
山
麓
に
て
盆
踊
り
が
あ
っ
た
。
妙
法
は

現
在
湧
泉
寺
に
お
い
て
題
目
踊
り
が
、
船
形
万
灯
籠
で
は
西
方
寺
境
内
に

お
い
て
六
斎
念
仏
踊
り
が
演
じ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
念
仏
系
の
踊
り
の
背
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景
に
は
、
当
然
寺
院
の
関
与
が
あ
っ
た
。
現
在
、
妙
法
、
船
形
万
灯
籠
双

方
の
保
存
会
会
員
は
、
点
火
の
後
、
消
火
の
初
め
頃
ま
で
は
山
上
に
い
る

も
の
の
、
完
全
な
消
火
は
消
防
署
員
や
消
防
団
員
に
任
せ
て
す
ぐ
に
下
山

す
る
。
と
い
う
の
も
、
踊
り
に
参
加
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
先

の
『
譚
海
』
や
『
羇
旅
漫
録
』
の
言
説
も
、
そ
う
し
た
村
内
事
情
を
合
理

化
し
た
説
明
が
風
説
と
な
っ
た
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

五　

ま
と
め
に
か
え
て

一
五
世
紀
中
頃
よ
り
、
七
月
一
六
日
を
中
心
と
し
た
夜
間
に
、
お
そ
ら

く
祖
霊
を
含
む
諸
霊
を
送
る
と
い
う
意
味
付
け
を
背
景
に
、
皆
が
寄
っ
て

火
を
付
け
る
万
灯
籠
の
習
俗
が
盛
ん
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
が
一
六
世

紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
に
か
け
て
の
京
都
が
都
市
的
な
繁
栄
を
迎
え
る
時

期
に
、
送
り
火
行
事
へ
転
化
し
て
い
っ
た
。
近
郊
農
村
か
ら
都
心
部
へ
出

か
け
て
、
踊
り
を
か
け
た
り
す
る
こ
と
な
ど
は
、
室
町
後
期
よ
り
記
録
に

残
さ
れ
て
い
る
（
40
）。
江
戸
時
代
に
入
っ
て
も
、
た
と
え
ば
六
斎
念
仏
の
よ
う

に
、
近
郊
の
農
村
の
青
年
た
ち
が
、
盆
の
時
期
に
商
家
を
回
っ
て
棚
経
を

行
っ
て
き
た
。
近
郊
農
村
と
都
市
部
と
の
歳
時
を
通
し
た
交
流
は
盛
ん
で

あ
っ
た
。

五
山
の
送
り
火
行
事
も
、
そ
う
い
っ
た
都
鄙
間
交
流
の
ひ
と
つ
で
は

あ
っ
た
が
、
は
じ
め
の
問
題
視
角
に
戻
れ
ば
、
都
市
住
人
達
は
自
ら
に
ふ

り
か
か
る
招
か
れ
ざ
る
霊
を
ど
う
処
理
し
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が

生
じ
る
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
京
都
の
都
心
部
に
は
、
室
町
後
期
に
盆
の

期
間
中
に
囃
子
を
か
け
あ
っ
た
記
録
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
江
戸
中

期
以
降
、
盆
踊
り
が
全
く
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
伝
承
さ
れ
な
く
な
る
。
周

辺
農
村
に
は
色
濃
く
残
る
の
で
あ
る
が
市
中
に
は
な
い
の
で
あ
る
（
41
）。
そ
う

し
た
こ
と
か
ら
も
、
京
都
市
中
の
人
々
の
盆
の
精
霊
送
り
は
、
個
人
単
位

で
行
う
と
同
時
に
、
五
山
送
り
火
行
事
に
託
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
そ
う
考
え
る
の
も
、
京
都
の
都
市
部
で
は
、
祭
礼
の
執
行
ひ
と
つ

を
と
っ
て
み
て
も
、
自
分
達
の
祭
礼
の
役
割
を
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
に
請
け

負
わ
せ
る
作
法
が
発
達
し
て
い
る
。
精
霊
送
り
の
請
け
負
い
と
い
う
こ
と

は
な
い
が
、
精
神
的
に
五
山
送
り
火
行
事
に
託
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
否
め

な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
都
市
的
な
民
俗
の
有
り
様
で
も
あ
る

と
思
う
。
京
都
の
町
家
に
は
、
中
規
模
程
度
の
町
家
で
あ
れ
ば
、
屋
根
上

に
火
の
見
と
称
さ
れ
る
踊
り
場
を
設
け
て
い
た
。
な
か
に
は
十
畳
敷
き
程

の
広
さ
の
も
の
も
あ
っ
た
と
い
う
が
、
そ
れ
は
火
事
の
際
の
物
見
で
あ
る

と
同
時
に
、
大
文
字
五
山
送
り
火
を
知
人
や
親
戚
と
遠
望
す
る
席
で
も

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
下
京
の
祇
園
祭
と
上
京
の
御
霊
祭
（
42
）、
あ
る
い
は

地
蔵
盆
（
地
蔵
祭
）
と
の
関
連
の
中
で
、
さ
ら
に
検
討
を
加
え
る
必
要
が

あ
る
。

最
後
に
、
御
所
の
西
に
住
ま
う
生
粋
の
京
都
人
が
、
筆
者
に
語
っ
た
言
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葉
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締
め
く
く
り
た
い
。

　

最
近
は
い
ろ
い
ろ
言
わ
れ
ま
す
け
ど
、
京
都
の
こ
の
辺
り
の
者
に

と
っ
て
は
、
大
文
字
は
観
光
行
事
な
ん
て
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

一
六
日
の
朝
に
は
、
仏
壇
ま
わ
り
の
供
え
物
な
ど
は
全
部
な
く
な
っ

て
寂
し
く
な
っ
て
、オ
シ
ョ
ラ
イ
サ
ン
（
お
精
霊
さ
ん
）
も
も
う
帰
っ

て
行
か
は
っ
た
と
い
う
感
を
強
く
し
た
も
の
で
す
。
そ
の
夜
に
、
大

文
字
を
み
な
が
ら
、
手
を
合
わ
せ
て
お
精
霊
さ
ん
を
送
り
出
す
と
い

う
の
は
、
我
が
家
の
年
中
行
事
で
し
た
。

註（
1
） 

京
都
五
山
送
り
火
は
、
大
文
字
、
妙
法
、
船
、
左
大
文
字
、
鳥
居
形
の

五
つ
の
送
り
火
行
事
の
総
称
と
し
て
、
二
〇
一
一
年
よ
り
用
い
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

（
2
） 

植
木
行
宣
『
風
流
踊
と
そ
の
展
開
』
岩
田
書
院　

二
〇
一
〇
年　

四
〇

―
四
一
頁

（
3
） 

植
木
前
掲
書
の
あ
と
が
き

（
4
） 

伊
藤
唯
真
「
盆
棚
と
無
縁
棚
」（
大
島
建
彦
編
『
年
中
行
事
』（
講
座
日

本
の
民
俗
六
）
有
精
堂　

一
九
七
八
年
）

（
5
） 

喜
多
村
理
子
「
盆
に
迎
え
る
霊
に
つ
い
て
の
再
検
討
―
先
祖
を
祀
る
場

所
を
通
し
て
―
」（『
日
本
民
俗
学
』
一
五
七
・
一
五
八
号　

一
九
八
五
年
）

（
6
） 

岩
田
重
則
『
墓
の
民
俗
学
』
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
三
年

（
7
） 

岩
田
重
則
『「
お
墓
」
の
誕
生
―
死
者
祭
祀
の
民
俗
誌
―
』
岩
波
新
書

（
一
〇
五
四
）　

岩
波
書
店　

二
〇
〇
六
年

（
8
） 

た
と
え
ば
、
分
牌
祭
祀
に
つ
い
て
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
父
系
的
な

位
牌
祭
祀
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
、
す
な
わ
ち
日
本
の
系
譜
観
念
に
お

け
る
双
系
的
な
特
徴
を
強
調
す
る
こ
と
に
精
力
が
は
ら
わ
れ
て
き
た
よ
う

に
思
え
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
民
俗
学
の
理
論
化
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
大
き

か
っ
た
が
、
新
仏
を
祀
り
上
げ
る
た
め
の
関
係
者
に
よ
る
精
神
的
な
負
担

分
担
と
い
う
意
識
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
そ
れ
は
仏
教
と

い
う
か
寺
院
の
影
響
力
が
比
較
的
低
い
地
域
に
お
い
て
、
現
出
し
や
す
い

民
俗
で
は
な
か
っ
た
か
。

（
9
） 

五
山
の
送
り
火
行
事
は
、「
大
文
字
送
り
火
」「
松
ヶ
崎
妙
法
送
り
火
」

「
船
形
万
燈
籠
送
り
火
」「
左
大
文
字
送
り
火
」「
鳥
居
形
松
明
送
り
火
」
と

そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
無
形
民
俗
文
化
財
の
風
俗
・
慣
習
と
し
て
、
一
九
八
三

年
に
京
都
市
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
登
録
さ
れ
て
い
る
。

（
10
） 

「
京
都
五
山
送
り
火
行
事
」（
二
〇
一
一
年
改
称
）
の
前
は
、「
大
文
字
五

山
送
り
火
行
事
」
と
称
さ
れ
、五
つ
の
保
存
会
に
よ
り
同
名
の
連
合
会
（
大

文
字
五
山
送
り
火
連
合
会
）
が
組
織
さ
れ
て
い
た
。
連
合
会
組
織
は
、
昭

和
三
〇
年
代
後
半
に
組
織
化
さ
れ
る
。
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
、

一
九
六
三
年
に
大
雨
に
よ
る
点
火
中
止
騒
ぎ
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
大
雨

に
よ
り
一
日
延
期
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
観
光
業
者
や
観
光

客
か
ら
の
批
判
を
浴
び
、
保
存
会
会
員
の
な
か
で
行
事
執
行
に
対
す
る
虚

無
感
が
広
が
っ
た
と
い
う
。
翌
年
よ
り
京
都
市
が
入
っ
て
、
行
事
執
行
の

為
の
補
助
金
の
受
け
皿
と
し
て
連
合
会
を
組
織
し
た
。（
阿
尾
房
吉（
大
文

字
五
山
保
存
会
連
合
会
会
長
）「
大
文
字
五
山
送
り
火
の
護
持
に
つ
い
て
」

（
財
団
法
人
京
都
市
文
化
観
光
資
源
保
護
財
団
会
報
第
3
号　

一
九
七
二

年
）

（
11
） 

『
言
国
卿
記
』
二
（『
史
料
纂
集
』
一
九
七
五
年
）

（
12
） 

盆
の
期
間
に
お
け
る
燈
籠
に
つ
い
て
は
、
室
町
期
よ
り
公
家
社
会
の
中

で
贈
答
に
用
い
ら
れ
、
ま
た
展
観
さ
れ
て
、
そ
の
造
作
を
競
う
こ
と
も
行

わ
れ
た
。
一
方
で
、
民
間
で
の
灯
籠
に
つ
い
て
の
記
述
は
鎌
倉
初
期
に
遡



託
さ
れ
る
民
俗　
　

村
上　

忠
喜 

九
九

る
。
す
な
わ
ち
、『
明
月
記
』
寛
喜
二
年
（
一
二
三
〇
）
七
月
一
四
日
条

に
、「
近
年
民
家
今
夜
立
長
竿
、
其
鋒
付
如
灯
楼
〈
張
紙
〉、
挙
灯
、
遠
近

有
之
、
逐
年
其
数
多
、
似
流
星
、
人
魂
、」（
明
月
記
研
究
会
編
『
明
月
記

研
究
』
六
号　

二
〇
〇
一
年
所
収
の
翻
刻
文
）
と
あ
り
、
近
年
民
家
に
お

い
て
、
七
月
一
四
日
の
夜
に
長
竿
を
た
て
て
、
そ
の
先
に
紙
を
張
っ
た
灯

籠
に
火
を
つ
け
て
掲
げ
る
。
そ
れ
が
流
星
か
人
魂
の
よ
う
で
、
近
年
そ
の

数
を
増
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
高
灯
籠
の
よ
う

に
思
え
る
。

（
13
） 

『
言
国
卿
記
』
三
（『
史
料
纂
集
』
一
九
七
五
年
）

（
14
） 

『
言
国
卿
記
』
四
（『
史
料
纂
集
』
一
九
七
七
年
）

（
15
） 

『
蔭
涼
軒
日
録
』（『
増
補
續
史
料
大
成
』
二
二
巻　

臨
川
書
店　

一
九
七
八
年
）

（
16
） 

同
右

（
17
） 

『
蔭
涼
軒
日
録
』（『
増
補
續
史
料
大
成
』
二
三
巻　

臨
川
書
店　

一
九
七
八
年
）

（
18
） 

高
田
陽
介
「
境
内
墓
地
の
経
営
と
触
穢
思
想
―
中
世
末
期
の
京
都
に
見

る
―
」（『
日
本
歴
史
』
四
五
六
号　

一
九
八
六
年
）

（
19
） 

『
師
守
記
』
七
（『
史
料
纂
集
』
一
九
七
三
年
）

（
20
） 

『
師
守
記
』
一
〇
（『
史
料
纂
集
』
一
九
七
六
年
）

（
21
） 

『
兼
見
卿
記
』
一
（『
史
料
纂
集
』
一
九
七
一
年
）

（
22
） 

『
兼
見
卿
記
』
二
（『
史
料
纂
集
』
一
九
七
六
年
）

（
23
） 

『
慶
長
日
件
録
』（『『
史
料
纂
集
』
一
九
八
三
年
』

（
24
） 

同
右

（
25
） 

『
洛
陽
名
所
集
』（『
新
修
京
都
叢
書
』
一
一
巻　

臨
川
書
店　

一
九
七
四

年
）

（
26
） 

『
案
内
者
』（『
民
間
風
俗
年
牛
行
事
』
国
書
刊
行
会　

一
九
一
六
年
）

（
27
） 

『
日
次
紀
事
』
大
阪
女
子
大
学
近
世
文
学
研
究
会
編　

前
田
書
店　

一
九
八
二
年

（
28
） 

『
日
次
紀
事
』
七
月
一
四
日
の
項
に
、
一
六
日
ま
で
家
に
棚
を
設
け
、
位

牌
を
安
置
す
る
と
あ
る
。（
そ
の
前
に
）
飯
器
を
公
卿
臺
、破
子
や
か
む
な

か
け
（
ヘ
ギ
の
こ
と
）
に
載
せ
、
茶
菓
香
葉
を
供
し
て
ま
つ
る
と
あ
る
。

（
29
） 

『
山
城
四
季
物
語
』（『
民
間
風
俗
年
中
行
事
』
国
書
刊
行
会　

一
九
一
六

年
）

（
30
） 

『
諸
国
年
中
行
事
』（『
民
間
風
俗
年
中
行
事
』
国
書
刊
行
会　

一
九
一
六

年
）

（
31
） 

『
隔
蓂
記
』
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
七
月
一
六
日
条
に
は
、「
当
山
の

万
灯
籠
、
今
夜
雨
天
、
成
る
ま
じ
き
由
三
丞
申
す
」
と
あ
る
。（
赤
松
俊
秀

編
『
隔
蓂
記
』
第
四　

鹿
苑
寺　

一
九
六
一
年
）

（
32
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
和
崎
春
日
が
、
現
状
の
同
行
事
の
人
類

学
的
分
析
を
通
じ
て
、「
閉
じ
る
都
市
民
俗
と
、
開
く
都
市
民
俗
」
と
い
う

表
現
を
用
い
て
、こ
の
二
面
性
の
共
時
的
分
析
を
行
っ
て
い
る
。（
和
崎
春

日
『
大
文
字
の
都
市
人
類
学
的
研
究
』
刀
水
書
房　

一
九
九
六
年
）

（
33
） 

『
訓
読
雍
州
府
志
』
立
川
美
彦
編　

臨
川
書
店　

一
九
九
七
年

（
34
） 

現
在
、
一
六
日
の
送
り
火
の
後
、
も
う
火
が
消
え
て
す
ぐ
の
午
後
一
〇

時
頃
に
は
、
消
し
炭
を
取
り
に
登
山
す
る
人
の
姿
が
ち
ら
ほ
ら
あ
る
。
消

し
炭
は
半
紙
に
包
ん
で
水
引
を
か
け
、
玄
関
先
に
吊
っ
た
り
し
て
魔
除
け

と
す
る
。
ま
た
最
近
で
は
、
消
し
炭
を
服
用
し
て
病
除
け
の
ま
じ
な
い
と

し
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
習
俗
が
い
つ
流
布
し

て
い
っ
た
の
か
は
定
か
で
な
い
が
、
す
で
に
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
前
に
は

あ
っ
た
。
田
中
緑
紅
が
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
に
、
ラ
ジ
オ
放
送
で
大

文
字
を
紹
介
し
た
記
録
に
は
、「
燃
え
残
り
の
消
炭
は
厄
病
除
け
と
か
、
中

風
の
ま
じ
な
い
と
か
、
痔
の
咒
と
か
云
は
れ
ま
し
て
、
こ
れ
を
取
り
に
行

く
人
は
、
ま
だ
火
が
消
え
な
い
先
き
か
ら
燃
え
残
り
の
炭
を
拾
い
ま
す
。

（
中
略
）
お
盆
（
食
事
用
具
）
に
水
又
は
お
酒
を
入
れ
ま
し
て
、こ
れ
を
斜



佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
別
冊　

洛
中
周
辺
地
域
の
歴
史
的
変
容
に
関
す
る
総
合
的
研
究 

一
〇
〇

め
に
し
て
見
ま
す
と
、
大
文
字
の
火
が
お
盆
の
中
へ
写
り
ま
す
。
写
っ
た

の
を
見
た
人
は
そ
の
水
な
り
酒
な
り
を
飲
み
ま
す
と
中
風
に
か
か
ら
な
い

と
云
つ
て
お
り
ま
す
。ま
た
此
日
大
文
字
ソ
バ
と
し
て
麺
類
を
食
べ
ま
す
。

総
て
悪
病
除
の
お
ま
じ
な
い
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。」
と
あ
る
。（
田
中
緑

紅
『
京
の
送
り
火　

大
文
字
』（
緑
紅
叢
書
四
）
京
を
語
る
会　

一
九
五
七

年
）

（
35
） 

『
譚
海
』（『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成　

第
八
巻　

見
聞
記
』
三
一
書
房　

一
九
六
九
年
）

（
36
） 

『
羇
旅
漫
録
』（
日
本
随
筆
大
成
編
輯
部
『
日
本
随
筆
大
成
』（
第
一
期

1
）
吉
川
弘
文
館　

一
九
七
五
年
）

（
37
） 

現
在
の
字
画
は
、
第
一
画
目
が
八
〇
、
第
二
画
目
が
一
六
〇
、
第
三
画

目
が
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

（
38
） 

和
崎
前
掲
書

（
39
） 

二
〇
〇
八
年
に
「
市
原
の
盆
踊
」
と
し
て
、
国
の
「
記
録
等
の
措
置
を

講
ず
べ
き
無
形
の
民
俗
文
化
財
」
に
選
択
さ
れ
た

（
40
） 

た
と
え
ば
、『
言
継
卿
記
』
永
禄
一
〇
年
（
一
五
六
七
）
七
月
二
四
日
に

は
、「
粟
田
口
之
風
流
吉
田
へ
罷
向
之
由
風
聞
之
間
、
暮
々
吉
田
へ
罷
向
、

大
燈
呂
廿
計
有
之
、
二
間
方
大
略
有
之
、
前
代
未
聞
驚
目
事
也
、
京
邊
土

之
群
衆
也
、
四
踊
有
之
、
次
一
乗
寺
之
念
佛
踊
有
之
、
女
房
百
人
、
男

百
四
五
十
人
有
之
、
念
佛
殊
勝
、
難
延
筆
舌
者
也
」
と
い
う
よ
う
に
、「
京

邊
土
之
群
衆
」
が
、
大
灯
籠
の
風
流
を
出
仕
し
て
い
る
。
ま
た
一
乗
寺
村

の
念
仏
踊
り
が
男
女
合
わ
せ
て
二
五
〇
名
ほ
ど
の
人
数
で
押
し
出
し
て
き

て
い
る
。

（
41
） 

大
正
期
前
後
に
都
心
部
で
消
え
て
し
ま
っ
た
行
事
に
、
八
月
の
初
旬
の

夕
刻
、
子
供
た
ち
が
列
を
作
っ
て
、
笛
、
太
鼓
、
拍
子
木
で
囃
し
な
が
ら

合
唱
し
て
付
近
の
町
を
歩
き
回
る
ヨ
イ
サ
ッ
サ
と
い
う
行
事
が
あ
っ
た
。

こ
れ
は
江
戸
時
代
前
期
に
も
み
ら
れ
る
が
、明
ら
か
に
盆
踊
り
と
は
違
う
。

（
内
田
忠
喜
・
村
上
忠
喜
・
鵜
飼
正
樹
『
日
本
の
民
俗
⑽　

都
市
の
民
俗
』

吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
九
年
）

（
42
） 

御
霊
祭
は
、
明
治
九
年
に
五
月
一
日
を
神
幸
祭
、
同
一
八
日
を
還
幸
祭

と
す
る
ま
で
は
、
七
月
一
八
日
が
御
輿
迎
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
盆
に
引

き
続
い
て
、
御
霊
の
祭
祀
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

（
ム
ラ
カ
ミ　

タ
ダ
ヨ
シ　

嘱
託
研
究
員
）


